
川俣町建設工事に係る共同企業体取扱要綱 

   第１章 総則 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、町が発注する建設工事に係る共同企業体の取扱に関し必

要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要綱において共同企業体とは、特定建設工事共同企業体及び経常

建設共同企業体をいう。 

２ この要綱において特定建設工事共同企業体（以下「特定企業体」という。）

とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集する

ことにより工事の安定的施工を確保することを目的として工事ごとに結成さ

れる共同企業体をいう。 

３ この要綱において経常建設共同企業体（以下「経常企業体」という。）とは、

中小建設業者が継続的協業関係を確保することにより、その経営力及び施工

力を補完し、又は強化することを目的として結成される共同企業体をいう。 

(共同企業体活用の原則) 

第３条 共同企業体の活用は、技術力の結集等により、単体企業による施工に比

べ効果的な施工ができると認められる範囲とする。 

   第２章 特定建設工事共同企業体 

(対象工事) 

第４条 特定企業体により施工することができる工事(以下「対象工事」とい

う。)は、特殊な技術等を要する工事又は確実かつ円滑な施工を担保するため

特に技術力を結集する必要があると町長が認めるものとする。 

(構成員の要件) 

第５条 特定企業体の全ての構成員は、次の要件を満たさなければならない。 

（１）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該

当しない者であること。 



（２）川俣町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名

等に関する要綱に基づく基準等（平成１３年訓令第５５号。以下「指名等に

関する基準等」という。）第４に規定する指名停止基準に該当しない者であ

ること 

（３）その他対象工事ごとに定める要件を満たしている者であること。 

(構成員の数) 

第６条 特定企業体の構成員の数は２ないし３社とし、発注工事に対応する工

事種別における有資格業者の組み合わせとする。 

(構成員の組合せ) 

第７条 特定企業体の構成員の組合せは対象工事ごとに定め、公告により示す

ものとする。 

(代表者) 

第８条 代表者は、構成員のうち中心的役割を担う者で施工能力の大きい者と

する。 

(出資割合) 

第９条 代表者の出資割合は、構成員のうち最大であるものとする。 

２ 特定企業体の構成員のうち、最小の出資者の出資割合は、当該特定企業体の

構成員数に応じ、次の各号に定める割合以上とする。 

（１）２者の場合３０パーセント 

（２）３者の場合２０パーセント 

(入札参加資格審査申請等) 

第１０条 対象工事の入札に参加しようとする者は、公告において示された要

件に該当する者同士で任意に特定企業体を結成し、指定された期日までに次

に掲げる書類を町長に提出するものとする。 

（１）建設工事等入札参加資格審査申請書 

（２）建設共同企業体協定書の写し 

（３）その他対象工事において定められた要件を確認するための資料 



２ 工事担当課長は、前項申請書のほか提出された書類を添えて企画財政課長

に送付し、川俣町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及

び指名等に関する要綱（平成３年訓令第１７号）（以下「資格等に関する要綱」

という。）の定めるところにより審査を受けるものとする。 

３ 企画財政課長は、資格等に関する要綱の定めるところにより、資格審査委員

会の審査及び決定を受け、工事担当課長に通知するものとする。 

(解散の時期) 

第１１条 特定建設工事共同企業体は、当該請負契約履行後３箇月を経過する

までの間は解散することができないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注工事に係る契約の相手方とならなかった特

定建設工事共同企業体は、当該請負契約が締結された日に解散するものとす

る。 

   第３章 経常建設共同企業体 

（対象工事） 

第１２条 経常企業体により施工することができる工事は、第４条に規定する

工事以外とする。 

(構成員の数) 

第１３条 経常企業体の構成員数は２ないし３社とする。 

(構成員の組合せ) 

第１４条 経常企業体の構成員の組合せは、次の要件を満たすものとする。 

（１）構成員に、川俣町内に本社又は本店を置く建設業者を含むものであるこ

と。 

（２）構成員は、当該年度に町長に対して建設工事入札参加資格申請書（以下

「資格審査申請書」という。）を提出している者で、福島県内に本社又は本

店を置く建設業者であること。 

(代表者) 

第１５条 経常企業体の代表者は構成員間において決定された者とする。 



(出資割合) 

第１６条 経常企業体の代表者及び最小の出資者の出資割合については、第９

条の規定を準用する。 

(入札参加資格審査申請) 

第１７条 経常企業体は、指名競争入札の方法により工事請負契約等を締結し

ようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格等の指定（平成

３０年告示第８６号）に規定する入札参加資格審査申請書を町長に提出し、資

格の審査を受けるものとする。 

２ 一の建設業者が前項の規定により競争入札参加資格審査申請を行うことが

できる経常企業体の数は１とする。 

第４章 雑則 

（特定建設業の許可の有無） 

第１８条 共同企業体が建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第２条に

定める金額以上になる下請契約を締結して当該工事を施工する場合には、構

成員のうち１者以上が建設業法第１５条の規定に基づく特定建設業の許可を

受けていること。 

（構成員の脱退及び加入） 

第１９条 構成員のいずれかが脱退した場合には、残存構成員が工事完成の義

務を負う。 

２ 履行期間中において一部の構成員が脱退した場合に、脱退した構成員が施

工等の主導的役割を担っていたこと等により、残存構成員のみでは適正な施

工等の確保が困難と認められるときは、当該工事の契約権者は、残存構成員か

らの申請により、新たな業者を当該共同企業体の構成員として加入させるこ

とができる。 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 



（施行日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。  

（川俣町建設工事に係る共同企業体取扱要綱の廃止） 

２ 川俣町建設工事に係る共同企業体取扱要綱（平成３年訓令第１８号）は廃止

する。 


